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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第21期

第１四半期連結
累計（会計）期間

第22期
第１四半期連結
累計（会計）期間

第21期

会計期間
自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日

自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日

自　平成20年６月１日
至　平成21年５月31日

売上高（千円） 676,150 571,437 2,475,539

経常利益（千円） 134,760 67,445 317,979

四半期（当期）純利益（千円） 76,833 29,413 175,609

純資産額（千円） 2,688,501 2,765,077 2,796,794

総資産額（千円） 3,025,840 3,031,999 3,048,758

１株当たり純資産額（円） 7,124.34 7,328.40 7,411.66

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
203.80 78.02 465.81

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 88.8 91.1 91.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
35,777 66,700 168,904

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△386,916 255,753 △492,626

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△52,982 △38,611 △75,612

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
911,767 1,198,314 914,888

従業員数（人） 157 127 133

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。　

４【従業員の状況】

（1）連結会社の状況

 平成21年８月31日現在

従業員数（人） 127 (29)

（注）１．従業員数は就業人員であり、(  ) は外書きで、臨時従業員であります。

２．臨時従業員数は、アルバイト・派遣社員の当第１四半期連結会計期間の期中平均人員（ただし、１日勤務時

間７時間15分換算による）であります。

（2）提出会社の状況

 平成21年８月31日現在

従業員数（人） 66 (28)

（注）１．従業員数は就業人員であり、(  ) は外書きで、臨時従業員であります。

  　　　２．臨時従業員数は、アルバイト・派遣社員の当第１四半期会計期間の期中平均人員（ただし、１日勤務時間

　　　　　　７時間15分換算による）であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（1）生産実績

　当社グループは、携帯電話及びＰＨＳ等利用者にコンテンツを開発し提供する事業を主体としており、生産設備を

保有していないため生産実績の記載はしておりません。

（2）仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の仕入実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別の名称

当第１四半期連結会計期間
(自平成21年６月１日
　至平成21年８月31日)

仕入実績（千円） 前年同四半期比（％）

モバイルコンテンツ事業
コンテンツサービス 46,965 90.5

ソリューション 3,923 32.9

合計 50,889 79.8

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．上記の仕入実績は、情報等使用料及び商品仕入であります。

３．情報等使用料とは、当社グループが配信する画像、ゲーム、音楽著作物及びソフトウエアの権利保持者及び代

理人に支払う料金であります。

（3）受注状況

　当第１四半期連結会計期間の受注状況を示すと、次のとおりであります。

事業の種類

当第１四半期連結会計期間
(自平成21年６月１日
　至平成21年８月31日)

受注高（千円）
前年同四半期比
（％）

受注残高（千円）
前年同四半期比
（％）

ソリューション 321,072 100.1 60,900 166.8

合計 321,072 100.1 60,900 166.8

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

日本エンタープライズ株式会社(E05169)

四半期報告書

 4/26



（4）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別の名称

当第１四半期連結会計期間
(自平成21年６月１日
　至平成21年８月31日)

販売高（千円） 前年同四半期比（％）

モバイルコンテンツ事業
コンテンツサービス 300,155 84.6

ソリューション 271,282 84.4

合計 571,437 84.5

（注）１．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における主な販売先別の販売実績及び総販売実

績

に対する割合は、次のとおりであります。

　会計期間 　相手先 　金額（千円） 　割合（％）

　前第１四半期連結会計期間

  （自平成20年６月１日

　　至平成20年８月31日）　　

　ＫＤＤＩ株式会社

　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

  　　 215,617　

　　 　105,433　　

　 　　　31.9

　　　　 15.6

　当第１四半期連結会計期間

　（自平成21年６月１日

　　至平成21年８月31日）　

　ＫＤＤＩ株式会社

　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ　

　ソフトバンクモバイル株式会社

　ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社　

　　 　151,434

　　 　83,669

   　  83,407

　     71,302

       　26.5

       　14.6

       　14.6

         12.5

　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況　

　当第１四半期連結会計期間におけるモバイルコンテンツを取り巻く環境は、携帯電話の契約数が、平成21年８月

末で１億926万台※（前年同月末比4.6％増）と微増トレンドの中、第三世代携帯電話端末の契約数については１

億363万台※（前年同月末比11.8％増）と引き続き大きく伸びており、現在普及している携帯端末の主流（携帯

電話加入台数の94.8％）となっていることが伺えます。　※「社団法人電気通信事業者協会」発表

　これらの状況において、当社グループといたしましては、高機能で付加価値の高いサービスの開発・提供及び新

しい事業モデルの構築を推進し、より安定した企業基盤の確立と事業拡大に向けた一層の企業努力を重ねてまい

りました。

　その結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、コンテンツサービスにおいては、主力サイトの会員が減

少する中、サイト価値向上のための各種施策を推進し、ソリューションにおいては、一部案件が延期となったもの

の、企業における携帯電話を活用したビジネス展開の拡大を背景に営業活動を推進した結果、売上高は５億71百

万円（前年同期比15.5％減少）となりました。利益面では、減少傾向にあるコンテンツサービスを改善すべく、

サービスの拡充、新サイト立ち上げ、ブランド強化等積極的な投資を実施したことにより、営業利益は61百万円

（前年同期比51.9％減少）、経常利益は67百万円（前年同期比50.0％減少）、四半期純利益は29百万円（前年同

期比61.7％減少）となりました。

　事業の種類別の状況につきましては、次のとおりであります。 

＜国内＞

　コンテンツサービスにおきましては、配信するコンテンツを自社制作することで、「提供コンテンツの権利を自

社で保有」する当社独自のビジネスモデルを基本方針として取り組んでおります。

　当第１四半期連結会計期間におきましては、引き続き競争激化で主力サイトの会員が減少する中、以下の施策を

行いました。

　音楽分野では、競合サイトが増加する中、成熟カテゴリとなった「着うたサイト」において、サイトの見直しや

集客の強化等、会員数の下げ止め対策を講じてきました。また、「着うたフルサイト」においては、分社化した

アットザラウンジ株式会社による拡販に向けた施策を行ってまいりました。

　メール・カスタム分野では、次なる主力サービスと目論んでいる「デコレーションメールサイト」を中心とし

たデコデコ★シリーズによるサイトのブランディング化に注力すべくＰＣサイトを立ち上げたほか、同シリーズ
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のサイトに登場するオリジナルキャラクターの動画アニメ公開やＰＣアプリケーションの投入等、マルチ展開を

図り、タッチポイントの増加を行いながら、集客力向上に努めてまいりました。

　ゲーム分野では、引き続き流行とニーズを捉えて「男性向けゲーム（美少女ゲーム）サイト」「女性向けゲー

ム（乙女ゲーム）サイト」「総合ゲームサイト」の３サイトに集約し、お客様のニーズを的確に捉えたコンテン

ツの提供による会員獲得に努めてまいりました。

　ソリューションにおきましては、一部案件が第２四半期以降に延期となったものの、企業における携帯電話を活

用したビジネス展開の拡大を背景に、企業向けソリューション（モバイルサイト構築・運用業務、ユーザーサ

ポート業務、デバック業務、サーバ保守管理業務等）を積極的に展開してまいりました。

　また、自社制作によるビジネスモデルを活かし、自社の蓄積されたコンテンツを企業や他のコンテンツプロバイ

ダへ提供する「コンテンツ二次利用」等、当社コンテンツサービスから派生したソリューションを進めてまいり

ました。そのほか、当社コンテンツを利用した「物販」となる「ＣＤ販売事業」は、コンテンツサービスにおける

「着うたフルサイト」への誘引を目的としたＣＤの企画・製作を進めてまいりました。 

＜海外＞

　海外におきましては、引き続き中国にてモバイルコンテンツ事業を推進するとともに、インドにおける本格展開

へ向けた準備を進めてまいりました。

　中国では、平成21年１月に中国通信キャリアに第三世代携帯電話（３Ｇ）の免許が発給され、今後のモバイルコ

ンテンツ市場の拡大が見込まれております。このような環境の中、３Ｇサービスの本格的な普及に向けて、Java、

BREWゲームを中心としたコンテンツ配信や電子書籍・デコレーションメール等のコンテンツ制作を通じノウハ

ウを蓄積するとともに、デジタルコンテンツ制作者の養成を推進し、中国通信キャリアとの関係構築を強化して

まいりました。

　また、インドでは、現地コンテンツプロバイダ経由でコンテンツの配信の実施を継続する中、現地法人の設立に

向けた準備を進めてまいりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、税金等調整前四半期純利

益68百万円及び長期預金の払戻しによる収入２億50百万円があり、法人税等の支払額10百万円、配当金の支払額

38百万円等がありましたが、前連結会計年度に比べて２億83百万円増加し、11億98百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は、次のとおりであ

ります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金の増加は66百万円（前年同期は35百万円の資金の増加）となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純利益68百万円及び法人税等の支払額10百万円等が発生したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の増加は２億55百万円（前年同期は３億86百万円の資金の減少）となりました。これは主

に定期預金及び長期預金の払戻しによる収入２億64百万円、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出９

百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の減少は38百万円（前年同期は52百万円の資金の減少）となりました。これは配当金の支

払によるものであります。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四半期連結会計期間において事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。

（4）研究開発活動

　　　特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】
（1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

（2）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,478,000

計 1,478,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成21年８月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成21年10月９日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 377,000 377,000
東京証券取引所

市場第二部

　当社は単元株制度は、採用し

　ておりません。

計 377,000 377,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

①旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 平成16年８月20日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年８月31日）

新株予約権の数（個） 36

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 720（注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 12,950（注）３

新株予約権の行使期間
平成18年９月８日から

平成21年９月７日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 12,950

資本組入額  6,475

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役、

顧問並びに従業員であることを要す。

②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人に

よる新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

④その他の条件については、第16回定時株主総会及び平成

16年９月８日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株

予約権者との間で締結する「新株予約権割当に関する契

約」に定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する時は取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５
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平成17年８月26日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年８月31日）

新株予約権の数（個） 273

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 546（注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 66,036（注）３

新株予約権の行使期間
平成19年９月12日から

平成22年９月11日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 66,036

資本組入額 33,018

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役、

顧問、コンサルタント並びに従業員であることを要す。

②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人に

よる新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

④その他の条件については、第17回定時株主総会及び平成

17年９月12日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株

予約権者との間で締結する「新株予約権割当に関する契

約」に定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する時は取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

（注）１．新株予約権の目的となる株式数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じておりま

す。

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数につい

てのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を

行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式の数の

調整をすることができるものとする。
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３．新株予約権の１個当たりの払込金額は、１株当たりの払込金額に（注）２に定める新株予約権１個の株式数

を乗じた金額とする。

なお、新株予約権発行後当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により払い込み金額を調

整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

１
調整後払込金額　＝　調整前払込金額　×　──────────────

分割・併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が株主割当として時価を下回る価額で株式を発行する場合、次の算式によ

り払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

新規発行株式数 × １株当り払込金額
既発行株式数 ＋ ───────────────────

新規発行前の時価
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ─────────────────────────────

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換

を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を

行うことができるものとする。

４．新株予約権の消却事由及び条件

①当社株主総会において、当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、あるいは当社が完全子会社とな

る株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却す

ることができる。

②新株予約権者は対象者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、対象者が本新株予約権の全部または

一部を放棄した場合には当該新株予約権を無償で消却することができる。ただし、この場合の消却手続きに関

しては新株予約権の行使期間終了後に一括して行うことができるものとする。

　　　５．当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、本新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株

式移転による完全親会社となる会社に承継させることができる。

承継された新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。

①目的たる完全親会社の株式の種類

完全親会社の同種の株式

②目的たる完全親会社の株式の数

株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。

調整後の１株未満の端数は切り捨てる。

③権利行使に際して払込むべき額（権利行使価額）

株式交換又は株式移転の比率を応じて調整する。

調整後の１株未満の端数は切り捨てる。

④権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等

株式交換又は株式移転に際して当社取締役会が決定する。

⑤取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡については完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

EDINET提出書類

日本エンタープライズ株式会社(E05169)

四半期報告書

10/26



②会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成18年10月18日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年８月31日）

新株予約権の数（個） 234

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 234（注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 23,309（注）３

新株予約権の行使期間
平成20年11月８日から

平成23年11月７日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 23,309

資本組入額 11,655

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役、

顧問、コンサルタント並びに従業員であることを要す。

②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人に

よる新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

④その他の権利行使条件については、当社と新株予約権者

との間で締結する新株予約権割当契約に定める。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する時は取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

（注）１．新株予約権の目的となる株式数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じておりま

す。

２．新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）以降、当社が当社株式につき株式の分割（無償割当を

含む。）又は株式の併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、割当日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場

合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整され

るものとする。

　　　調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

３．割当日以降、当社が当社普通株式につき株式の分割（無償割当を含む。）又は株式の併合を行う場合、分割又

は併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる

ものとする。

また、割当日以降、当社が普通株式の時価を下回る価格で当社普通株式の発行又は自己株式の処分（新株予約

権の行使による場合を除く。）を行う場合、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げるものとする。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後１株当たり行

使価額
＝
調整前１株当たり行

使価額
×

１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

 なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を

控除した数とし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える

ものとする。

また、割当日以降、当社が合併または、会社分割等を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむを得

ない事由で生じたときは、合併又は会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するも

のとする。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対

象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を

交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画

において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、（注）２に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

（注）３に定められる１株当たり行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から

「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の取得事由及び条件

残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。

⑨ その他新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。

５．新株予約権の取得事由及び条件

① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分

割計画の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案に

つき、当社株主総会で承認されたとき（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされたとき）

は、当社取締役会が別途定める日に、同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができ

る。

② 新株予約権は、新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件」に記載する規定により権利を行使する条件に

該当しなくなった場合並びに対象者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社取締役会が

別途定める日に、当該新株予約権者が保有する全ての新株予約権（一部の放棄の場合には当該新株予約

権）を無償で取得することができる。

EDINET提出書類

日本エンタープライズ株式会社(E05169)

四半期報告書

12/26



（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減
額（千円）

資本準備金残高
（千円）

 

　平成21年６月１日～

　平成21年８月31日

 

－ 377,000 － 595,990 － 473,942

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。

（６）【議決権の状況】

　　　　　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日（平成21年５月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成21年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　377,000　 377,000 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 377,000 － －

総株主の議決権 － 377,000 －

②【自己株式等】

 平成21年５月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年６月 ７月 ８月

最高（円） 9,320 8,550 7,930

最低（円） 5,930 6,900 7,150

　（注）最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年８月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平

成20年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成21

年８月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,860,464 1,092,368

受取手形及び売掛金 311,856 311,228

商品 2,276 2,532

仕掛品 1,874 2,480

貯蔵品 669 495

その他 56,337 75,880

貸倒引当金 △2,000 △2,000

流動資産合計 2,231,478 1,482,987

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 69,403

※1
 72,241

土地 12,400 12,400

その他（純額） ※1
 12,743

※1
 13,515

有形固定資産合計 94,546 98,157

無形固定資産

ソフトウエア 71,533 67,276

無形固定資産合計 71,533 67,276

投資その他の資産

投資有価証券 189,069 205,145

長期預金 350,000 1,100,000

その他 123,069 123,791

貸倒引当金 △27,698 △28,598

投資その他の資産合計 634,439 1,400,337

固定資産合計 800,520 1,565,771

資産合計 3,031,999 3,048,758

負債の部

流動負債

買掛金 103,427 93,339

未払法人税等 31,321 15,690

賞与引当金 11,746 6,636

役員賞与引当金 5,150 13,200

その他 113,056 116,091

流動負債合計 264,702 244,957

固定負債

その他 2,218 7,006

固定負債合計 2,218 7,006

負債合計 266,921 251,963
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 595,990 595,990

資本剰余金 473,942 473,942

利益剰余金 1,644,566 1,664,162

株主資本合計 2,714,499 2,734,095

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 34,503 42,882

為替換算調整勘定 13,803 17,215

評価・換算差額等合計 48,307 60,098

新株予約権 2,270 2,600

純資産合計 2,765,077 2,796,794

負債純資産合計 3,031,999 3,048,758
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

売上高 676,150 571,437

売上原価 248,821 223,079

売上総利益 427,328 348,357

販売費及び一般管理費 ※1
 299,066

※1
 286,711

営業利益 128,261 61,646

営業外収益

受取利息 3,468 2,959

受取配当金 1,455 2,420

受取賃貸料 2,104 1,195

その他 675 1,293

営業外収益合計 7,703 7,869

営業外費用

持分法による投資損失 609 1,945

為替差損 292 －

その他 302 124

営業外費用合計 1,204 2,069

経常利益 134,760 67,445

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,500 900

新株予約権戻入益 － 329

特別利益合計 1,500 1,229

特別損失

固定資産除却損 1,174 205

特別損失合計 1,174 205

税金等調整前四半期純利益 135,086 68,470

法人税、住民税及び事業税 42,192 29,887

法人税等調整額 16,060 9,169

法人税等合計 58,252 39,056

四半期純利益 76,833 29,413
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 135,086 68,470

減価償却費 9,499 10,198

固定資産除却損 1,174 205

新株予約権戻入益 － △329

のれん償却額 1,320 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,500 △900

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,673 5,110

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,370 △8,050

受取利息及び受取配当金 △4,924 △5,379

持分法による投資損益（△は益） 609 1,945

売上債権の増減額（△は増加） 36,024 △905

仕入債務の増減額（△は減少） △12,383 10,116

その他 10,121 △12,821

小計 169,331 67,660

利息及び配当金の受取額 7,359 9,835

法人税等の支払額 △140,912 △10,796

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,777 66,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 14,248

長期預金預入による支出 △350,000 －

長期預金の払戻による収入 － 250,000

有形固定資産の取得による支出 △7,370 △741

無形固定資産の取得による支出 △16,163 △8,601

貸付けによる支出 △500 －

貸付金の回収による収入 1,541 1,088

その他 △14,423 △241

投資活動によるキャッシュ・フロー △386,916 255,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △52,982 △38,611

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,982 △38,611

現金及び現金同等物に係る換算差額 769 △416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △403,351 283,425

現金及び現金同等物の期首残高 1,315,119 914,888

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 911,767

※1
 1,198,314
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
　
　

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

　会計処理基準に関する事項の変更 　工事契約に関する会計基準の適用

　　システム開発に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を

　適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第

　15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

　（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を当第１四半期連結

　会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手したシステム開発

　から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性

　が認められるシステム開発については工事進行基準（工事の進捗度の見積

　りは原価比例法）を、その他のシステム開発については工事完成基準を適

　用しております。

　　なお、これにより、当第１四半期連結会計期間における損益に与える影

　響はありません。　

　

【簡便な会計処理】

　　　該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年８月31日）

前連結会計年度末
（平成21年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、80,611千円であり

ます。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、82,678 千円であ

ります。

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与及び手当 107,424千円

賞与引当金繰入額 5,035 

役員賞与引当金繰入額 3,300 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与及び手当 94,724千円

賞与引当金繰入額 4,825 

役員賞与引当金繰入額 5,150 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年８月31日現在） （平成21年８月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 931,767

預入期間が３か月を超える定期預金 △20,000

現金及び現金同等物 911,767

 

 （千円）

現金及び預金勘定 1,860,464

預入期間が３か月を超える定期預金 △662,150

現金及び現金同等物 1,198,314
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成21年６月１日　至平成21年

８月31日）

　１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 377,000株

　２．自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

　３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 親会社　　2,270千円

　４．配当に関する事項

配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年８月28日

定時株主総会
普通株式 49,010 130 平成21年５月31日 平成21年８月31日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）　

モバイルコンテンツ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）　

モバイルコンテンツ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）　

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）　

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）　

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）　

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（有価証券関係）

記載すべき事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　当社グループは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

記載すべき事項はありません。　　

（企業結合等関係）

該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年８月31日）

前連結会計年度末
（平成21年５月31日）

１株当たり純資産額 7,328.40円 １株当たり純資産額 7,411.66円

２．１株当たり四半期純利益金額

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 203.80円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 78.02円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

四半期純利益（千円） 76,833 29,413

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 76,833 29,413

期中平均株式数（株） 377,000 377,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

－ －

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　記載すべき事項はありません。
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２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年10月15日

日本エンタープライズ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員　　

 公認会計士 星野　正司　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 廿楽　真明　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 横内　龍也　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本エンタープライ

ズ株式会社の平成20年６月１日から平成21年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年６月１日

から平成20年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本エンタープライズ株式会社及び連結子会社の平成20年８月31日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保　

　管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年10月９日

日本エンタープライズ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員　　

 公認会計士 星野　正司　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 廿楽　真明　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 横内　龍也　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本エンタープライ

ズ株式会社の平成21年６月１日から平成22年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年６月１日

から平成21年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本エンタープライズ株式会社及び連結子会社の平成21年８月31日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保　

　管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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